
８０２０運動・口腔保健推進事業実施要綱 新旧対照表 

改正後 改正前 

（別紙） 

８０２０運動推進特別事業実施要綱 

 

１ 目的 

（略） 

 

２ 事業の実施主体 

（略） 

 

３ 事業内容 

（略） 

 

４ 補助条件 

（略） 

 

 

都道府県等口腔保健推進事業実施要綱 

 

第１ 口腔保健支援センター設置推進事業 

（略） 

 

第２ 口腔保健の推進に資するために必要となる事業 

 

Ⅰ 歯科疾患予防等事業 

 

（別紙） 

８０２０運動推進特別事業実施要綱 

 

１ 目的 

（略） 

 

２ 事業の実施主体 

（略） 

 

３ 事業内容 

（略） 

 

４ 補助条件 

（略） 

 

 

都道府県等口腔保健推進事業実施要綱 

 

第１ 口腔保健支援センター設置推進事業 

（略） 

 

第２ 口腔保健の推進に資するために必要となる事業 

 

Ⅰ 歯科疾患予防等事業 

 



改正後 改正前 

１ 目的 

 （略） 

 

２ 事業の実施主体 

（略） 

 

３ 事業内容 

（１）歯科疾患予防事業 

（略） 

 

（２）歯科健診（検診）事業 

  この事業では、歯科疾患等を早期に発見するための歯科健診

（検診）又は歯科疾患等の簡易スクリーニングを実施することと

する。本事業の実施にあたっては、歯科健診（検診）の受診率向

上に係る施策を実施することが望ましい。また、歯科健診（検

診）の結果に応じて、適切な歯科保健指導を実施し、歯科疾患等

の重症化予防を目的として、歯科治療が必要な者の歯科医療機関

への受診勧奨やフォローアップ等の取組をあわせて実施するこ

と。なお、本事業の対象となる歯科健診（検診）とは、「学校保

健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）第 11 条に定める就学時の健康

診断及び第 13 条に定める児童生徒等の健康診断」、「母子保健法

（昭和 40 年法律第 141 号）第 12 条第１項に定める健康診査」、

「健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第 19 条の 2に定める厚

生労働省令で定める事業による歯科健診（検診）」を除いて、地

方公共団体が独自に実施する歯科健診（検診）とする。 

 

１ 目的 

（略） 

 

２ 事業の実施主体 

（略） 

 

３ 事業内容 

（１）歯科疾患予防事業 

（略） 

 

（２）歯科健診（検診）事業 

  この事業では、歯科疾患等を早期に発見するための歯科健診

（検診）を実施することとする。本事業の実施にあたっては、歯

科健診（検診）の受診率向上に係る施策を実施することが望まし

い。また、歯科健診（検診）の結果に応じて、適切な歯科保健指

導を実施し、歯科疾患等の重症化予防を目的として、歯科治療が

必要な者の歯科医療機関への受診勧奨やフォローアップ等の取組

をあわせて実施すること。なお、本事業の対象となる歯科健診

（検診）とは、「学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）第 11

条に定める就学時の健康診断及び第 13 条に定める児童生徒等の健

康診断」、「母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）第 12 条第１

項に定める健康診査」、「健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）

第 19 条の 2に定める厚生労働省令で定める事業による歯科健診

（検診）」を除いて、地方公共団体が独自に実施する歯科健診

（検診）とする。 

 



改正後 改正前 

（３）歯科健診（検診）・クリーニング事業 

この事業では、歯科健診（検診）受診率及び歯科健診（検診） 

受診者のモチベーションの向上等の観点から、歯科健診（検診） 

とあわせて、歯のクリーニング（歯面清掃） を実施することとす 

る。なお、本事業で実施する歯のクリーニングは、歯科健診（検 

診）により疾患が発見された場合に、歯科医師が必要性を認め実 

施されるものを含まない。 

 

（４）食育推進等口腔機能維持向上事業 

 （略） 

 

４ 補助条件 

（１）（略） 

 

（２）市町村（保健所設置市を除く。）が上記３（４）の事業を実 

施する場合にあたっては、市町村が策定する食育に係る行政 

計画と調和を図るため、歯科専門職が参加する市町村食育推 

進会議等の当該計画の推進に関する協議を行う会議において 

事業の内容について検討の上、実施すること。 

 

（３）（略） 

 

（４）交付要綱に定める交付申請のために必要な事業計画書とは別 

に、別途定める様式にて、事業の計画内容を事業実施の当該 

年度５月 31 日又は本実施要綱の改正日から起算して２月を経 

過した日のいずれか遅い日までに、厚生労働省医政局歯科保 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）食育推進等口腔機能維持向上事業 

（略） 

 

４ 補助条件 

（１）（略） 

 

（２）市町村（保健所設置市を除く。）が上記３（３）の事業を実 

施する場合にあたっては、歯科専門職が参加する市町村食育 

推進会議において事業の内容について検討の上、実施するこ 

と。 

 

 

（３）（略） 

 

（４）交付要綱に定める交付申請のために必要な事業計画書とは別 

に、別途定める様式にて、事業の計画内容を事業実施の当該 

年度５月 31 日又は本実施要綱の改正日から起算して２月を経 

過した日のいずれか遅い日までに、厚生労働省医政局歯科保 



改正後 改正前 

健課あて電子媒体にて提出すること。また、都道府県におい 

ては、市町村（保健所設置市を除く。）の事業の計画内容を 

とりまとめの上で提出すること。 

 

（５）交付要綱に定める実績報告とは別に、別途定める様式にて、

事業の実績内容を、事業実施の翌年度５月 31 日までに厚生労

働省医政局歯科保健課あて電子媒体にて提出すること。その

際、事業の内容等が記載された概略図も添付すること。ま

た、都道府県においては、市町村（保健所設置市を除く。）

の事業の実績内容及び概略図をとりまとめの上で提出するこ

と。なお、提出された事業の実績内容及び概略図は、厚生労

働省ホームページ等で公表する場合がある。 

 

Ⅱ 歯科保健医療サービス提供困難者等への歯科保健医療推進等事

業 

 

１ 目的 

（略） 

 

２ 事業の実施主体 

（略） 

 

３ 事業内容 

（略） 

 

 

健課あて電子媒体にて提出すること。 

 

 

 

（５）交付要綱に定める実績報告とは別に、別途定める様式にて、

事業の実績内容を、事業実施の翌年度５月 31 日までに厚生労

働省医政局歯科保健課あて電子媒体にて提出すること。その

際、事業の内容等が記載された概略図も添付すること。な

お、提出された事業の実績内容及び概略図は、厚生労働省ホ

ームページ等で公表する場合がある。 

 

 

 

Ⅱ 歯科保健医療サービス提供困難者への歯科医療推進・技術者養

成事業 

 

１ 目的 

（略） 

 

２ 事業の実施主体 

（略） 

 

３ 事業内容 

（略） 

 

 



改正後 改正前 

４ 補助条件 

（１）（略） 

 

（２）（略） 

 

（３）（略） 

 

（４）（略） 

 

（５）交付要綱に定める交付申請のために必要な事業計画書とは別

に、別途定める様式にて、事業の計画内容を事業実施の当該

年度５月 31 日又は本実施要綱の改正日から起算して２月を経

過した日のいずれか遅い日までに、厚生労働省医政局歯科保

健課あて電子媒体にて提出すること。また、都道府県におい

ては、市町村（保健所設置市を除く。）の事業の計画内容を

とりまとめの上で提出すること。 

 

（６）交付要綱に定める実績報告とは別に、別途定める様式にて、

事業の実績内容を、事業実施の翌年度５月 31 日までに厚生労

働省医政局歯科保健課あて電子媒体にて提出すること。その

際、事業の内容等が記載された概略図も添付すること。ま

た、都道府県においては、市町村（保健所設置市を除く。）

の事業の実績内容及び概略図をとりまとめの上で提出するこ

と。なお、提出された実績内容及び概略図は、厚生労働省ホ

ームページ等で公表する場合がある。 

 

４ 補助条件 

（１）（略） 

 

（２）（略） 

 

（３）（略） 

 

（４）（略） 

 

（５）交付要綱に定める交付申請のために必要な事業計画書とは別

に、別途定める様式にて、事業の計画内容を事業実施の当該

年度５月 31 日又は本実施要綱の改正日から起算して２月を経

過した日のいずれか遅い日までに、厚生労働省医政局歯科保

健課あて電子媒体にて提出すること。 

 

 

 

（６）交付要綱に定める実績報告とは別に、別途定める様式にて、

事業の実績内容を、事業実施の翌年度５月 31 日までに厚生労

働省医政局歯科保健課あて電子媒体にて提出すること。その

際、事業の内容等が記載された概略図も添付すること。な

お、提出された実績内容及び概略図は、厚生労働省ホームペ

ージ等で公表する場合がある。 

 

 

 



改正後 改正前 

５ 留意事項 

（略） 

 

（削除） 

 

 

Ⅲ 調査研究事業 

（略） 

５ 留意事項 

（略） 

 

Ⅲ 歯科口腔保健推進体制強化事業 

（略） 

 

Ⅳ 調査研究事業 

（略） 

 

 


